
中小企業・小規模企業の振興に関する条例の概要 

【目的】 中小企業・小規模企業に関する施策を総合 
  的に推進することにより、県経済の発展及び雇用 
  の場の創出を図り、県民生活の向上に寄与する。 

【県の責務】 県が行うべき施策について、次のように規定している。 

【基本理念】  中小企業・小規模企業の振興は、以下の点を関係者の共有理念とした上で推進する。 
 
 
 
 
 

中小企業等の創意工
夫や自主的な取組に
対して支援する 

中小企業等が県民生活
の向上に大きく貢献す
る重要な存在である 

中小企業等の支援は産
学官金の連携を基本に、
関係者が相互に連携する 

特に、経営資源の確保
が困難である小規模企
業者に配慮する 

東日本大震災や今後の
災害発生時の復旧・復
興は、関係者全てが連
携・協調する 

【責務と役割】  関係機関の責務や役割等について、次のように規定している。 
 
 
 

県の責務（第４条） 
 

総合的な施策を策定し、実施 

中小企業・小規模企業の取組 （第５条） 
 

自主的な経営の改善及び向上 

中小企業・小規模企業支援団体の役割（第６条） 
企業の実態把握 
経営改善等に積極的に支援 
県等の振興施策に協力 

金融機関等の役割（第７条） 
経営の改善及び向上に配慮 
県等の振興施策に協力 

教育機関等の役割（第８条） 
研究開発、技術の向上及び人材育成に協力 
県等の振興施策に協力 

大企業者の役割（第９条） 
地域の活性化に貢献 
県等の振興施策に協力 

県民の協力 
（第１０条） 

経営の革新
等 
（第11条） 

販路の開拓
等 
（第12条） 

技術等開発
の促進 
（第13条） 

資金供給の
円滑化 
（第14条） 

人材育成等 
 
（第15条） 

産業集積 
 
（第16条） 

商業振興 
 
（第17条） 

地域資源活
用 
（第18条） 

事業承継支
援 
（第19条） 

災害後の支
援 
（第20条） 

小規模企業者への配慮（第21条） 

中小企業・小規模企業の振興 

計画の策定 実施状況の検証 市町村への支援 

【前文】 中小企業・小規模企業は、本県産業活力の源泉であるとともに、地域社会を支え、県民生 
  活の向上に大きく貢献する重要な存在だが、社会情勢の変化や東日本大震災により厳しい経 
  営環境に直面している。企業自身が経営の改善等に努めるとともに、地域社会全体で支援し、 
  特に小規模企業者については持続的発展が図られるように支援することが必要である。 

人材、自然、技術力その
他の地域資源の持続
的・積極的な活用を図る 
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